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　滋賀労働局 労働基準部監督課

平成22年4月1日より、改正労働基準法が施行されます。
主な改正点は以下のとおりです。（中小企業については一部猶予）

　Ⅰ．時間外労働に対する割増賃金の割増率の引上げ

　Ⅱ．割増賃金の代わりの代替休暇制度
　Ⅲ．年次有給休暇の時間単位の取得
　つきましては、改正内容に対する理解を深めていただくため、下記要領にて説明会を開催いたします。事業主や労務担当者に限らず、どなたでもお気軽にご参加ください。参加ご希望の方は、申込書に所要事項をご記入の上、平成22年1月15日(金)までに、滋賀労働局労働基準部監督課宛、ファックス等によりお申し込みください。
記
１．日　時：平成22年1月21日（木）午後2時15分 ～ 午後4時00分

２．会　場：栗東芸術文化会館さきら　大ホール（栗東市綣二丁目1－28）
３．内　容：① 改正労働基準法のポイント
　　　　　　② 事業場における具体的な運用方法
４．定　員：800名（先着）
※　説明会終了後に「個別質問コーナー」を設けます。お気軽にご質問・ご相談ください。
※　ご都合がつかない場合は、2月4日（木）に彦根地区で開催される「賃金・退職金セミナー」においても説明しますので、ご利用ください。詳しくは下記までお問い合わせください。
	改正労働基準法説明会　参加申込書


	事業主（労務担当者）　　　社会保険労務士　　　　その他（労働者等）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　該当するものに○してください

	事業場名

（事業主、労務担当者のみ）
	

	所 在 地

（事業主、労務担当者のみ）
	

	氏    名
	
	電話番号
	


問い合わせ先・申し込み先：滋賀労働局 労働基準部監督課

TEL：077-522-6649 ／ FAX：077-522-6442
※ 定員を超えた場合のみ、ご連絡いたします。参加票の送付はいたしません。
※ 個人情報については、当説明会の運営に関してのみ利用し、その他の目的には利用しません。












